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第１章 計画策定の趣旨等 

 

 

１． 計画策定の背景 

自殺は、その多くが追い込まれた末の死と言われています。自殺の背景には、こころの

問題だけでなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤立などのさまざまな社会

的要因があることが知られてきました。自殺に至る心理としては、さまざまな悩みが原因

で追い詰められ自殺以外の選択肢が考えられない状態に陥り、社会とのつながりの減少や

生きていても役に立たないという役割喪失感から、また与えられた役割の大きさに対する

過剰な負担感から、危機的な状態にまで追い込まれてしまう過程と見ることができます。 

我が国の自殺者数は、1998 年（平成 10 年）以降年間 3 万人を超え、その後も高い水準

で推移していました。このような中、2006 年（平成 18 年）10 月に自殺対策基本法（平成

18 年法律第 85 号）が施行され、それまで「個人的な問題」とされてきた自殺が「社会的な

問題」と捉えられるようになり、社会全体で自殺対策が進められるようになりました。 

そのため、自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な

連携が図られ、「生きることの包括的な支援」として実施されなければなりません（自殺対

策基本法第２条）。自殺対策基本法は、第１条において、「自殺対策を総合的に推進して、

自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等の支援の充実を図り、もって国民が健康で生

きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする」とうたって

います。また、2017 年（平成 29 年）７月に閣議決定された自殺総合対策大綱をふまえ、

全ての人がかけがえのない個人として尊重される社会、「誰も自殺に追い込まれることのな

い社会」の実現をめざしています。 

 

 

２． 計画策定の趣旨 

本市においても、自殺対策基本法に基づき、自殺対策を総合的かつ効果的に推進するた

め、2010 年（平成 22 年）3 月に庁内の関係部署による「松阪市自殺対策連絡会議」（以下

「自殺対策連絡会議」という。）を設置するなど、自殺対策の取組を進めてきました。 

この度、2016 年（平成 28 年）に改正された自殺対策基本法において、すべての市町村

に「地域自殺対策推進計画」の策定が義務付けられることになったことから、本市のこれ

までの取組を発展させる形で総合的に自殺対策を推進するため、「松阪市自殺対策推進計

画」を策定しました。 

 

※自殺対策連絡会議とは 

職員課、地域安全対策課、人権・男女共同参画課、地域福祉課、障がい福祉課、保護課、

高齢者支援課、介護保険課、健康づくり課、こども支援課、商工政策課、学校支援課の 12

課で構成する組織による会議。 
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３． 計画の位置づけ 

本計画は、改正された自殺対策基本法に基づき、国の定める自殺総合対策大綱の趣旨を

踏まえて、同法第 13 条第２項に定める「市町村自殺対策計画」として策定するものです。 

市の行政運営を総合的かつ計画的に進めるための最上位計画である「松阪市総合計画～

住みやすさ進行中！バージョンアップ松阪～」に即するとともに、本市関連計画（人権施

策行動計画、健康づくり計画等）との整合性を図ります。また、自殺予防分野の取組と補

完し合うものです。 

 

 

４． 計画の期間 

計画の期間は、2019 年（平成 31 年）度から 2023 年（平成 35 年）度までの 5 年間とし

ます。 

国の自殺対策の指針を示した自殺総合対策大綱がおおむね 5 年に一度を目安として改定

されていることから、国の動きや自殺の実態、社会状況の変化等を踏まえる形で、5 年に一

度を目安として内容の見直しを行います。 
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第２章 松阪市の自殺の現状 

 

１．７つのポイント 

 松阪市における自殺の実態をさまざまな観点から分析した結果、以下の 7 つのポイント

があることが分かりました。また、自殺総合対策推進センターの分析から、本市において

特に支援が優先されるべき対象群が抽出されています。また、実効性のある自殺対策を推

進するためには、地域の自殺の現状を正確に把握する必要があります。そのため本市では

自殺総合対策推進センターが各自治体の自殺の実態をまとめた「地域自殺実態プロファイ

ル」を活用し、地域の自殺の現状把握に努めました。 

 

 

【７つのポイント】 

（１）自殺死亡率は、平成 21 年から平成 28 年まで依然として高い状況であり、本市にお

いて自殺は深刻な問題です。（図 1） 

（２）自殺者は、平成 28 年の 31 人中、男性が約 7割で、自殺死亡率は、全国や三重県よ

り高くなっています。（図 1） 

（３）自殺者数は 60 歳代が増加傾向にあり、自殺死亡率は、30 歳代から 60 歳代の男性が

高くなっています。（図２・３・４） 

（４）自殺者における有職者と無職者の比率は、男性が 43 対 57、女性が 22 対 78 となっ

ています。（図５） 

（５）自殺死亡割合は、男女とも職業の有無に関係なく同居者有が高くなっています。ま

た、男女とも 60 歳以上の無職者の自殺死亡割合が高くなっています。（図６） 

（６）自殺の原因・動機は「健康問題」が最も多く、次いで男性は「経済・生活問題」、女

性では「家庭問題」「男女問題」が多くなっています。（図７） 

（７）平成 24～28 年の５年間で、本市において自殺者数が多い属性（性別×年代別×仕事

の有無別×同居人の有無別）は、以下の３区分となっています。（表１） 

Ⅰ： 60 歳以上の男性の無職者で、同居人がいる人（自殺者全体の 13.6%） 

Ⅱ： 40～59 歳の男性の有職者で、同居人がいる人（自殺者全体の 9.2％） 

Ⅲ： 60 歳以上の女性の無職者で、同居人がいる人（自殺者全体の 9.2％） 
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２．自殺者数と自殺死亡率の推移 

本市の自殺死亡率は、2009 年（平成 21 年）から 2016 年（平成 28 年）まで依然として

高い状況であり、本市において自殺は深刻な問題です。また 2016 年（平成 28 年）におけ

る本市の自殺者数（31 人）は、三重県全体の自殺者数（282 人）の 11.0％を占めています。 

図１：自殺者数と自殺死亡率の推移（平成 21～28 年） 

 

【出典】自殺統計 

 

 

３．年代別自殺者数の推移 

本市における年代別自殺者数は、60 歳代においては増加傾向にあります。 

図２：年代別自殺者数の推移（平成 21～28 年） 

 

【出典】自殺統計 
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４．年代別・性別の自殺死亡率と自殺者数 

年代別・性別の自殺では、30 歳代から 60 歳代の男性の自殺死亡率が高い上に、自殺者

数も多くなっています。 

図３：年代別・性別の自殺死亡率（平成 24～28 年） 

 

【出典】自殺統計 

 

図４：年代別・性別の自殺者数（平成 24～28 年） 

 

【出典】自殺統計 

※5 人以上を表記。 
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５．男女それぞれにおける有職者と無職者の割合とその内訳 

有職者と無職者の比率は、男性が 43 対 57、女性が 22 対 78 となっています。 

図 5：有職者と無職者の自殺者数内訳（平成 24～28 年） 

 

 

【出典】自殺統計 

※有職者・・・「自営業・家族従事者」、「被雇用者・勤め人」      

無職者・・・「学生」、「主婦」、「失業者」、「年金等」、「その他無職」 

※5 人以上を表記。
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６．職業の有無から見た同居人の有無別、性別、年齢階級別の自殺死亡割合 

自殺死亡割合は、男女とも職業の有無に関係なく同居者有が高くなっています。また、

男女とも 60 歳以上の無職者の自殺死亡割合が高くなっています。 

 

図６：職業有無別、同居人の有無別、年齢階級別自殺死亡割合（平成 24～28 年） 

 

 

 

【出典】自殺統計 



8 

 

７．原因・動機別の自殺の状況 

自殺の原因・動機別件数では、男女とも「健康問題」が最も多く、次いで男性では「経

済・生活問題」、女性では「家庭問題」「男女問題」が多くなっています。 

 

図７：性別自殺原因・動機別件数（平成 24～28 年） 

 

【出典】自殺統計 

 

※遺書などの自殺を裏付ける資料により明らかに推定できる原因・動機を自殺者一人につ

き 3 つまで計上可能としているため、原因・動機別の和と自殺者数とは一致しません。 

※原因・動機が不詳は除いています。 
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 自殺における原因や動機については、さまざまな要因が複合的に絡み合っていると言わ

れています。自殺の原因を単独のものとして比較することは、自殺の実態について誤解を

生じかねず適当と言えません。 

NPO 法人自殺対策センターライフリンクが行った「自殺実態 1000 人調査」では、「自殺

の危機経路」を以下の図のように示しています。この図の中の○印の大きさは自殺要因の

発生頻度を表しており、大きいほど要因の頻度が高いことを示します。また、矢印の太さ

は各要因間の因果関係の強さを表しています。 

この図からは、直接的な要因としては「うつ状態」が最も多いものの、その状態に至る

までには複数の要因が存在し、連鎖していることが分かります。 

この調査では、自殺に至るまでに「平均 4 つの要因」を抱えていることが明らかとなっ

ています。 

 

図８：自殺の危機経路 

 

【出典】 自殺実態白書 2013（NPO 法人ライフリンク）
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８．支援が優先されるべき対象群 

松阪市の自殺者数 2012 年（平成 24 年）から 2016 年（平成 28 年）の合計 184 人（自殺

統計）から、上位 5 区分を支援が優先されるべき対象群として抽出しました。背景にある

主な自殺の危機経路については、「自殺実態白書 2013」（NPO ライフリンク）を参考に、自

殺総合対策推進センターが作成したものを参考とします。 

 

表１：主な自殺の特徴 

上位５区分 
自殺者数 

5 年計 
割合 

自殺率 
(人口 10 万対) 

背景にある主な自殺の危機
経路 

【1】 60 歳以上男性 
   無職・同居 

25 13.6% 38.7 
失業（退職）→生活苦＋介護
の悩み（疲れ）＋身体疾患→
自殺 

【2】 40～59 歳男性 
有職・同居 

17 9.2% 20.0 
配置転換→過労→職場の人
間関係の悩み＋仕事の失敗
→うつ状態→自殺 

【3】 60 歳以上女性 
無職・同居 

17 9.2% 16.7 
身体疾患→病苦→うつ状態
→自殺 

【4】 40～59 歳男性 
無職・同居 

14 7.6% 227.1 
失業→生活苦→借金＋家族
間の不和→うつ状態→自殺 

【5】 20～39 歳男性 
有職・同居 

13 7.1% 21.3 
職場の人間関係／仕事の悩
み(ブラック企業)→パワハ
ラ＋過労→うつ状態→自殺 

【出典】自殺総合対策推進センター「地域自殺実態プロファイル（2017）」 

 

・国勢調査（総務省）、人口動態統計（厚生労働省） 、人口推計（総務省）、自殺統計原票

データ（自殺総合対策推進センター、厚生労働省自殺対策推進室にて特別集計）を使用

し自殺の危機経路については、「自殺実態白書 2013」（ NPO 法人ライフリンク） を参考

に、自殺総合対策推進センターが作成しています。 

・自殺者数が同数の場合は自殺死亡率の高い順となっています。 

・松阪市の自殺者数は H24～28 合計 184 人（男性 121 人、女性 63 人）自殺統計（自殺日・

住居地）です。 
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第３章 自殺対策における取組 

 

 

１．基本方針 

平成 29 年７月に閣議決定された自殺総合対策大綱を踏まえて、本市では、以下の５つの「自

殺対策の基本方針」に沿った計画づくりを行います。 

 

 

自殺総合対策の基本方針（「自殺総合対策大綱」より抜粋） 

（１）生きることの包括的な支援として推進 

（２）関連施策との有機的な連携による総合的な対策の展開 

（３）対応の段階に応じたレベルごとの対策の効果的な連動 

（４）実践と啓発を両輪として推進 

（５）関係者の役割の明確化と関係者による連携・協働の推進 

 

 

 

（1）生きることの包括的な支援として推進 

個人においても地域においても、自己肯定感や信頼できる人間関係、危機回避能力等の

「生きることの促進要因（自殺に対する保護要因）」より、失業や多重債務、生活困窮等の

「生きることの阻害要因（自殺のリスク要因）」が上回ったときに、自殺リスクが高まると

されています。 

そのため自殺対策は、「生きることの阻害要因」を減らす取組に加えて、「生きることの

促進要因」を増やす取組を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを低下させる方向で推進

する必要があります。 

自殺防止や遺族支援といった狭義の取組のみならず、地域において「生きる支援」に関

連するあらゆる取組を総動員して、まさに「生きることの包括的な支援」として推進する

ことが重要です。 

 

（2）関連施策との有機的な連携による総合的な対策の展開 

自殺に追い込まれようとしている人が安心して生きられるようにするためには、精神保

健的な視点だけでなく、社会・経済的な視点を含む包括的な取組が重要です。また、この

ような包括的な取組を実施するためには、さまざまな分野の施策、関係者や組織等が密接

に連携する必要があります。 

自殺の要因となり得る生活困窮、児童虐待、性暴力被害、ひきこもり、性的マイノリテ

ィ等、関連の分野においても同様に、さまざまな関係者や組織等が連携して取組を展開し
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ています。連携の効果をさらに高めるため、そうしたさまざまな分野の生きる支援にあた

る関係者が、それぞれ自殺対策の一翼を担っているという意識を共有することが重要です。 

とりわけ、地域共生社会の実現に向けた取組や生活困窮者自立支援制度などとの連携を

推進することや、精神科医療、保健、福祉等の各施策の連動性を高めて誰もが適切な精神

保健医療福祉サービスを受けられる地域社会づくりを進めていく必要があります。 

 

（3）対応の段階に応じたレベルごとの対策の効果的な連動 

自殺対策は、社会全体の自殺リスクを低下させる方向で、自殺のリスクを抱えた個人等

に支援を行う「対人支援のレベル」、支援者や関係機関同士の連携を深めていくことで、支

援の網の目からこぼれ落ちる人を生まないようにする「地域連携のレベル」、さらには支援

制度の整備等を通じて、人を自殺に追い込むことのない地域社会の構築を図る「社会制度

のレベル」、それぞれのレベルにおいて強力に、かつ、それらを総合的に推進することが重

要です。 

また、時系列的な対応の段階としては、自殺の危険性が低い段階における啓発等の「事

前対応」と、現に起こりつつある自殺発生の危険に介入する「危機対応」、それに自殺や自

殺未遂が生じてしまった場合等における「事後対応」という、３つの段階が挙げられ、そ

れぞれの段階において施策を講じる必要があるとされています。 

さらに「自殺の事前対応の更に前段階での取組」として、学校において、児童生徒など

を対象とした、いわゆる「SOS の出し方に関する教育」を推進することも重要とされます。 

 

（4）実践と啓発を両輪として推進 

自殺に追い込まれるという危機は、「誰にでも起こり得る危機」ですが、危機に陥った人

の心情や背景は未だ十分に理解されていないのが実情です。そのため、そうした心情や背

景への理解を深めることも含めて、危機に陥った場合には誰かに援助を求めることが適当

であるということが、地域全体の共通認識となるように、積極的に普及啓発を行う必要が

あります。 

全ての市民が、身近にいるかもしれない自殺を考えている人のサインに早く気づくとと

もに、そうしたサインに気づいたら、精神科医等の専門家につなぎ、その指導を受けなが

ら見守っていけるよう、広報活動、教育活動等に取り組んでいくことが必要です。 

 

（5）関係者の役割の明確化と関係者による連携・協働の推進 

自殺対策を通じて「誰も自殺に追い込まれることのない社会」を実現するためには、松

阪市だけでなく、国や他の市町、関係団体、民間団体、企業、地域、NPO、そして市民一

人ひとりと連携・協働し、市を挙げて自殺対策を総合的に推進することが必要です。その

ため、それぞれの主体が果たすべき役割を明確にするとともに、その情報を共有した上で、

相互の連携・協働の仕組みを構築することが重要となります。 

「誰も自殺に追い込まれることのない松阪市」の実現に向けては、松阪市で暮らす市民

一人ひとりが一丸となって、それぞれができる取組を進めていく必要があります。 
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２．施策の体系 

本市の自殺対策は、国が定める「地域自殺対策政策パッケージ」においてすべての市町

村が共通して取り組むべきとされている「基本施策」と松阪市の自殺の実態を踏まえてま

とめた「重点施策」で構成されています。 

「基本施策」は、「地域におけるネットワークの強化」や「自殺対策を支える人材の育成」

など、地域で自殺対策を推進する上で欠かすことのできない基盤的な取組です。そのため

「事前対応」「危機対応」「事後対応」といった段階に及び、分野的にも「実践」と「啓発」

の両方を網羅する幅広い内容となっています。 

また、重点施策は本市における自殺者のハイリスク層である高齢者への取組と、自殺の

リスク要因となっている生活困窮者支援への取組です。 

このように施策の体系を定めることで、本市は自殺対策を「生きることの包括的な支援」

として推進していきます。 

 

 

３．４つの基本施策 

基本施策とは、地域で自殺対策を推進する上で欠かすことのできない基盤的な取組であ

り、４つの基本施策それぞれを強力に、かつこれらを連動させて総合的に推進することで、

本市における自殺対策の基盤を強化します。 

 

４つの基本施策 

・地域におけるネットワークの強化 

・自殺対策を支える人材の育成 

・市民への啓発と周知 

・生きることの促進要因への支援 
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【基本施策１】地域におけるネットワークの強化 

本市の自殺対策を推進する上で基礎となる取組が、地域におけるネットワークの強化で

す。これには、自殺対策に特化したネットワークの強化だけでなく、他の目的で地域に展開

されているネットワーク等と自殺対策との連携の強化も含みます。特に、自殺の要因となり

得る分野のネットワークとの連携を強化していきます。 

 

（１）地域におけるネットワークの強化 

≪庁内関係課との連携≫ 

事業内容 担当課 

自殺対策連絡会議を庁内の自殺対策関係課から組織し、関係

各課の緊密な連携と協力のもと、組織横断的に自殺対策を推

進し、必要に応じて随時会議を開催します。 

 

人権・男女共同参画課 

 

≪人権施策審議会との連携≫ 

事業内容 担当課 

人権施策行動計画の審議において、自殺対策計画の円滑な実

施を推進します。 
人権・男女共同参画課 

 

≪自殺対策合同相談会における連携≫ 

事業内容 担当課 

９月の自殺予防週間及び 3 月の自殺対策強化月間に合わせ、

自殺対策連絡会議メンバー及び、ワーキンググループメンバ

ーが、松阪保健所、公共職業安定所、司法書士、人権擁護委

員会、地域包括支援センター、障がい者総合相談センター、

若者就業サポートステーション、生活相談支援センター等と

連携し、「雇用・生活・こころと法律の合同相談会」を開催し

ます。 

自殺対策連絡会議関係各課 

※自殺対策連絡会議関係各課とは 

職員課、地域安全対策課、人権・男女共同参画課、地域福祉課、障がい福祉課、保護課、

高齢者支援課、介護保険課、健康づくり課、こども支援課、商工政策課、学校支援課の 12

課で構成する組織。 

 

≪相談業務担当職員及び関係機関従事者との連携≫ 

事業内容 担当課 

さまざまな分野における支援策の連動・連携を円滑に行うた

め、相談担当職員がともに学ぶ研修会を開催します。 
自殺対策連絡会議関係各課 
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≪各地域における連携≫ 

事業内容 担当課 

市内 5 か所の地域包括支援センタ―等と連携を強化し、独居

高齢者、認知症、心の病気等問題や悩みを抱える高齢者の速

やかな把握と適切な支援へとつなぐ方策について検討しま

す。 

高齢者支援課 

民生委員・児童委員と協力して地域の生活困窮者や引きこも

り世帯等の情報を共有しアウトリーチに結び付け自殺予防に

つなげます。 

地域福祉課 

住民協議会や公民館、地域の関係機関・団体において、地域

の資源やコミュニティを生かした健康づくり活動ができるよ

う支援を行います。 

健康づくり課 

教職員、相談員、スクールカウンセラー、警察官等の関係者

が、児童生徒の情報を共有し、子どもや保護者に寄り添い、

心のケアを行う中で、継続的な支援を図ります。 

学校支援課 

 

≪産科等関係医療機関との連携≫ 

事業内容 担当課 

産後うつや育児不安を抱える家庭への支援を産科等関係医療

機関と連携を図りながら、相談や継続的な支援を行い、ネッ

トワークの強化を図ります。 

健康づくり課 

 

≪保健所、関係課との連携≫ 

事業内容 担当課 

赤ちゃん訪問等での産後うつのリスクの高い方や相談があっ

た場合は、松阪保健所や関係各課と連携を図りながら訪問を

行い、相談や継続的な支援を行います。 

健康づくり課 

 

≪県との連携≫ 

事業内容 担当課 

三重県、松阪保健所、三重県こころの健康センター（自殺対

策推進センター）から必要な助言や指導を受け、情報共有し

連携を図ります。 

自殺対策連絡会議関係各課 
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≪松阪市安全・安心施策推進協議会との連携≫ 

事業内容 担当課 

安全で安心なまちづくりを推進する本協議会では、警察、消

防、福祉、労働、教育等の関係機関、行政機関から構成され、

安全で安心なまちづくりの推進を目的に運営しています。 

この会議をもとに共通認識を持ち、連携、協力して総合的な

自殺対策を推進します。 

 

 

地域安全対策課 

 

≪自死遺族支援団体との連携≫ 

事業内容 担当課 

自死遺族の方の相談があった場合、自死遺族支援団体につな

ぐ等、自死遺族支援団体と情報共有し、連携を図ります。 
人権・男女共同参画課 

 

（２）特定の問題に関する連携・ネットワークの強化 

≪生活困窮者自立支援事業との連携強化≫ 

事業内容 担当課 

相談窓口として生活相談支援センターが経済的困窮・社会的

孤立等の相談に応じ、関係窓口との連携を図ります。 
地域福祉課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標値】 

項目 数値 考え方 担当課 

自殺対策連絡会議 年 2 回以上 継続実施 人権・男女共同参画課 

人権施策審議会 年１回以上 継続実施 人権・男女共同参画課 



17 

 

【基本施策２】自殺対策を支える人材の育成 

地域のネットワークは、それを支える優れた人材がいてこそ機能します。そのため自殺対

策を支える人材の育成も、本市の自殺対策を推進する上で基礎となる取組として推進してい

きます。身近な地域で支え手となる市民を増やし、さまざまな分野の専門家や関係者に自殺

対策の視点を持ってもらうための研修等も強化していきます。 

 

（１）関係窓口職員及び市民に対する研修 

≪メンタルパートナー講座の実施≫ 

事業内容 担当課 

身近な家族、友人、地域、職場等で悩んでいる人を相談窓口

へつないでいただくことで、自殺予防を図ることを目的とし

たメンタルパートナー講座を関係窓口職員及び市民向けに実

施し、見守りやネットワークの強化を図り、すそ野を広げる

ことに努めます。 

人権・男女共同参画課 

※メンタルパートナー講座とは 

<主な講座内容> 

・自殺の現状の周知 

・チェックリスト等を掲載した自殺対策パンフレットと併せて、専門知識を持つ医師が

説明をする VTR（三重県こころの健康センター作成）の視聴 

VTR の主な内容 (１)自殺のサイン 

(２)うつ病についての説明 

(３)具体的アプローチ方法 等 

・つなぎ先の周知（相談窓口一覧表等の配布） 

 

受講後は、家族、友人、地域、職場等の身近な人の変化に「気づき」「声をかけ」「話を

聴き」「相談窓口等へつなぎ」「見守る」といったメンタルパートナー（ゲートキーパー

とも言います）としての役割を担っていただくことを目的とした講座です。 

 

（２）さまざまな職種を対象とする研修 

≪職員及び職能団体、一般市民向け講座の実施≫ 

事業内容 担当課 

市職員、障がい者福祉サービス事業所職員、介護サービス事

業所職員、企業等の従業員、職能団体、一般市民等に向けた

自殺対策に関する講座等を実施します。 

人権・男女共同参画課 
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≪乳児家庭訪問員研修の実施≫ 

事業内容 担当課 

訪問における産後うつなど、母親が抱えているさまざまな問

題を把握し、育児支援ができるよう乳児家庭訪問研修を実施

します。 

健康づくり課 

 

≪管理職・職員対象の人権問題研修等の実施≫ 

事業内容 担当課 

早期発見の役割を担う市役所窓口等の人材育成及び全庁的な

連携を図るため、管理職を含め、全職員を対象とした人権問

題研修等において、自殺対策に関する研修を実施します。 

職員課 

 

≪保育園、幼稚園、学校、民生委員・児童委員、地域等の研修及び出前講座の実施≫ 

事業内容 担当課 

保育園、幼稚園、小学校、中学校、民生委員・児童委員、地

域等の研修及び出前講座にて児童虐待についての講座を実施

します。 

こども支援課 

 

（３）学校教育に関わる人への研修 

≪生徒指導関連の研修・会議等の実施≫ 

事業内容 担当課 

生徒指導関連の研修・会議等で、自殺対策に関する現状や取

組等の情報共有を図り、自殺対策の取組を推進する人材の育

成に努めます。 

学校支援課 

 

 

 

 

 

 

 

【目標値】 

項目 数値 考え方 担当課 

職員の人権問題研

修の理解度 
９０％ 

アンケートに「理解でき

た」「よく理解できた」と

回答した割合 

職員課 

メンタルパートナ

ー講座受講者数 

３５０人

以上 

１年間のメンタルパート

ナー講座受講人数 
人権・男女共同参画課 
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【基本施策３】市民への啓発と周知 

地域のネットワークを強化して相談体制を整えても、市民が相談機関や相談窓口の存在

を知らなければ、適切な支援につながることができません。そのため、行政としての市民

とのさまざまな接点を活かして相談機関等に関する情報を提供し、また講演会等を開催す

ることで市民が自殺対策について理解を深めることのできる機会を増やします。あわせ

て、広く地域全体に向けた啓発も強化します。 

 

（１）リーフレット・啓発グッズ等の作成と周知 

≪相談窓口一覧表の配布≫ 

事業内容 担当課 

こころの健康や借金問題、家庭や学校などの悩みについて松

阪市の相談窓口を一覧表にし街頭啓発、自殺予防講演会、パ

ネル展、合同相談会時に配布と設置を行い、相談窓口の周知

を図ります。 

自殺対策連絡会議関係各課 

 

≪時間外に相談できる窓口一覧表の配布≫ 

事業内容 担当課 

時間外に相談できる窓口を一覧表にし各課窓口に設置する

とともに、街頭啓発、自殺予防講演会、パネル展、合同相談

会時に配布と設置を行い、相談窓口の周知を図ります。 

地域福祉課 

 

≪外国語に翻訳した相談窓口一覧表の配布≫ 

事業内容 担当課 

翻訳した松阪市の相談窓口一覧表を作成し、窓口等に設置す

るとともに、街頭啓発、自殺予防講演会、パネル展、合同相

談会時に配布と設置を行い、相談窓口の周知を図ります。 

人権・男女共同参画課 

 

≪パネル展、懸垂幕等の掲示≫ 

事業内容 担当課 

自殺予防週間及び自殺対策強化月間の周知のため、市役所庁

舎や公民館等へ、パネル展や懸垂幕・のぼり旗等を掲示しま

す。 

人権・男女共同参画課 

 

≪講演会、合同相談会等ポスターの掲示≫ 

事業内容 担当課 

市内公共施設、医療機関、及び商業施設等において掲示しま

す。 
人権・男女共同参画課 
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≪市内企業等に対する周知・啓発≫ 

事業内容 担当課 

市内企業等に対し、勤務問題に関する周知・啓発を実施する

とともに、ワーク・ライフ・バランス推進への取組事例等を

リーフレットやセミナー等で紹介し、意識啓発を図るなど、

働きやすい職場づくりを推進します。 

商工政策課 

 

≪自死遺族支援に関する周知≫ 

事業内容 担当課 

自死遺族支援に関するリーフレット等を街頭啓発、自殺予防

講演会、パネル展、合同相談会時に配布と設置を行い、自死

遺族サポート支援の周知を図ります。 

自殺対策連絡会議関係各課 

 

（２）市民向け講演会・イベント等の開催 

≪自殺関連講演会の実施≫ 

事業内容 担当課 

自殺の現状と取組の普及、正しい情報発信のため、自殺対策

強化月間に、市民向け講演会を開催し、自殺に関する正しい

知識を普及します。 

自殺対策連絡会議関係各課 

職員、教職員、団体、事業所、市民等に向けた自殺対策に関

連する小規模な講演会を開催し、自殺に関する正しい知識を

普及します。 

自殺対策連絡会議関係各課 

 

≪健康教育の実施≫ 

事業内容 担当課 

市民の心身の健康づくりを推進するための、うつやこころの

健康、ストレスへの対処、睡眠等について健康教育を実施し

ます。アルコール関連問題啓発週間にアルコールに関する関

心と理解を深めるため啓発を行います。 

健康づくり課 

 

≪認知症市民フォーラム等各種事業の実施≫ 

事業内容 担当課 

認知症市民フォーラム等各種事業の際に相談窓口一覧表の

配布を行い、周知を図ります。 
高齢者支援課 
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（３）メディアを活用した啓発活動 

≪広報紙、ホームページ等への掲載≫ 

事業内容 担当課 

市の広報紙「広報まつさか」及び市ホームページ等に、市民

相談等の相談窓口を毎月掲載し、自殺対策強化月間（３月）

や自殺予防週間（９月）に合わせて、自殺対策関連の情報を

掲載することにより、市民への施策の周知と理解の促進を図

ります。 

人権・男女共同参画課 

市の広報紙「広報まつさか」に、アルコール関連問題啓発週

間（11 月）に合わせて、アルコール摂取に関する正しい知

識を普及します。 

健康づくり課 

 

≪報道機関への情報提供≫ 

事業内容 担当課 

自殺予防週間、自殺対策強化月間における街頭啓発、パネル

展、講演会等の情報を報道機関に提供します。 
人権・男女共同参画課 

 

≪公共掲示板、ケーブルテレビ等の活用≫ 

事業内容 担当課 

公共掲示板・ケーブルテレビ等を活用して啓発を図ります。 人権・男女共同参画課 

 

（４）地域や家庭と連携した啓発活動 

≪ＰＴＡや地域の関係団体と連携した啓発活動≫ 

事業内容 担当課 

社会全体で児童生徒をきめ細かく見守り、生活行動の変化に

気づくことができるようＰＴＡや中学校区にある人権教育推

進協議会（保護者、地域住民、教職員、民生委員・児童委員

等で構成）と連携した啓発活動に努めます。 

学校支援課 

 

≪中学校区講演会等での啓発≫ 

事業内容 担当課 

中学校区講演会等の際に、啓発パンフレットを配布します。 学校支援課 

 

≪児童生徒への啓発≫ 

事業内容 担当課 

児童生徒が相談できる相談窓口のチラシ等を、児童生徒向け

に配布します。 
学校支援課 
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【目標値】 

項目 数値 考え方 担当課 

自殺関連講演会の満足度 ８５％ 

アンケートに「大変満

足」「まあ満足」と回

答した割合 

自殺対策連絡会議関係各課 
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【基本施策４】生きることの促進要因への支援 

自殺対策は、「生きることの阻害要因」を減らす取組に加えて、「生きることの促進要因」

を増やす取組を行い、双方の取組を通じて自殺リスクを低下させる方向で推進する必要があ

ります。そのため、本市においても自殺対策と関連の深いさまざまな分野における取組を幅

広く推進していきます。 

 

（１）自殺リスクを抱える可能性のある人への支援 

≪さまざまな問題を抱える市民への支援≫ 

事業内容 担当課 

生活相談支援センター職員等により相談活動や見守り活動を

通じて、さまざまな課題を抱えた対象者の早期発見と対応に

努め、関係機関との連携を行います。 

地域福祉課 

 

≪悩みを抱える児童生徒や保護者への支援≫ 

事業内容 担当課 

悩みのある児童生徒や保護者については、学校や家庭と連携

し、ハートケア相談員及びスクールカウンセラーや、相談窓

口の紹介、支援の提供等を実施します。 

学校支援課 

 

≪さまざまな課題のある児童生徒への支援≫ 

事業内容 担当課 

さまざまな課題のある児童生徒に対し、関係機関等とのネッ

トワークを活用し、当該児童生徒が置かれた環境へ働きかけ

るなどして課題解決への対応に努めます。 

学校支援課 

 

≪児童虐待及び児童に関わる相談への支援≫ 

事業内容 担当課 

児童虐待及び児童に関わる相談に迅速かつ適切に対応するた

め、関係機関との連携を密にし児童虐待の予防や早期発見、

早期対応に努めるとともに、途切れのない支援に取り組みま

す。 

こども支援課 

 

≪DV 被害者への支援≫ 

事業内容 担当課 

DV 被害者の保護及び自立支援等のため、関係機関との連携を

密にし、迅速かつ適切な対応を行います。 
こども支援課 
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≪悩みを抱える障がい者への支援≫ 

事業内容 担当課 

障がい者の相談は障がい福祉課、障がい者総合相談センター

マーベルで対応し、必要な場合は関係機関と連携して支援を

行います。 

障がい福祉課 

 

≪被虐待高齢者への支援≫ 

事業内容 担当課 

緊急時には、被虐待高齢者等を養護老人ホーム等で一時的に

保護します。 
高齢者支援課 

 

≪認知症が疑われる人やそのご家族への支援≫ 

事業内容 担当課 

認知症が疑われる人やそのご家族に早い段階で介入支援しそ

れぞれの状態に応じた適切な対応につなげることを目的に認

知症初期集中支援チームが支援を行います。 

高齢者支援課 

 

≪妊娠・出産や育児に関する悩みを抱える方への支援≫ 

事業内容 担当課 

妊娠・出産や育児に関する不安を軽減し、安心して子育てが

出来るよう、妊産婦教室、両親学級、乳児家庭全戸訪問や乳

幼児健康相談、子育て教室、電話相談等を実施します。 

健康づくり課 

 

≪勤務問題に関する悩みやトラブルを抱える方への支援≫ 

事業内容 担当課 

労働者が心身ともに健康で働き続けることができるよう、働

き方改革の推進による長時間労働の解消、仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・バランス）の実現、各種ハラスメントの

防止等について、三重労働局や三重県等の関係機関と連携し

て啓発に取り組むとともに、広報紙等に相談窓口を掲載し、

相談を受け付けた場合には、より専門的な相談窓口につなげ

る等の支援に取り組みます。 

商工政策課 

 

≪悩みを抱える外国籍住民の方への支援≫ 

事業内容 担当課 

翻訳した松阪市の相談窓口一覧表を作成し情報を提供すると

ともに、相談窓口につなげます。 
人権・男女共同参画課 
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（２）居場所づくり 

≪妊娠期から子育て期にわたる世代の居場所≫ 

事業内容 担当課 

健康センターはるると嬉野保健センターでの「子育て世代包

括支援センター」では、妊娠期から子育て期にわたるまでの

さまざまな相談に応じ、途切れない支援を行います。 

また、健康センターはるるにおいて土曜の「はるる遊ぼう

DAY」等の事業を行います。 

健康づくり課 

 

≪幼児・児童生徒および保護者の居場所≫ 

事業内容 担当課 

子ども支援研究センターにおいて、子どもたちの健やかな成

長を願い、幼児・児童生徒およびその保護者を対象とした教

育相談を実施します。 

学校支援課 

 

≪成人を対象とした居場所≫ 

事業内容 担当課 

成人を対象に心身の健康づくりを推進するための健康教育・

健康相談を地域において実施します。 

また、健康センターはるるにおいて土曜の集団検診を開催し

ます。 

健康づくり課 

 

≪介護者を対象とした居場所≫ 

事業内容 担当課 

認知症の人や介護している家族の不安や悩みについて、分か

ち合い、気軽に交流し、相談できる「認知症カフェ」や「介

護カフェ」などを広げ、支援者の精神的負担を軽減します。 

高齢者支援課 

 

（３）支援者への支援 

≪介護者や家族等支援者への支援≫ 

事業内容 担当課 

地域包括支援センターや居宅介護支援事業者等と連携し、介

護者や家族等支援者への相談機会の提供を通じて、支援者へ

の支援強化を図ります。 

介護保険課 

高齢者支援課 
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≪介護家族等の支援者への支援≫ 

事業内容 担当課 

介護者カフェや介護相談会、介護教室を通じて介護家族等支

援者への支援強化を図ります。 
高齢者支援課 

 

≪児童生徒の保護者等支援者への支援≫ 

事業内容 担当課 

保護者に対する相談機会の提供を通じて、支援者への支援強

化を図ります。 
学校支援課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標値】 

項目 数値 考え方 担当課 

児童・高齢者・障がい者虐

待件数 
0 件 1 年間の件数 

こども支援課 

高齢者支援課 

障がい福祉課 

地域包括支援センターに

おける総合相談支援 
2,000 件 

1 年間の相談件数 

 
高齢者支援課 

家族支援の機会提供（家庭

介護教室、家庭介護者の集

い・カフェ等） 

50 回 1 年間の機会提供回数 高齢者支援課 

認知症サポーター養成 

講座 
2,000 人 1 年間の延べ受講者数 高齢者支援課 

幼児・児童生徒および保護

者等に対する児童相談 
268 日 1 年間の教育相談実施日 学校支援課 
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４．２つの重点施策 

本市においては、平成 24 年から 28 年の５年間で、184 人が自殺で亡くなっており、う

ち 70 歳以上が 38 人（およそ５人に１人の割合）となっています。 

また、30 人が「経済・生活問題」を原因・動機として自殺で亡くなっています。 

「松阪市自殺実態プロファイル（自殺総合対策推進センター作成）」においても「高齢者」

「生活困窮」に関わる自殺に対する取組が課題とされており、これらを本市における重点

施策として位置付け、それぞれの課題や対象者に関わるさまざまな施策を結集させて、全

庁一体的な取組として対策を推進していきます。 

 

２つの重点施策 

・高齢者の自殺対策の推進 

・生活支援と自殺対策の連動 

 

 

【重点施策１】高齢者の自殺対策の推進 

高齢者は、死別や離別、病気や孤立等をきっかけに複数の問題を連鎖的に抱え込み結果

的に高齢者の自殺リスクは急速に高まることがあります。そのため、自殺リスクの高い高

齢者の早期発見・早期支援が大きな課題となっています。 

また、今後、団塊世代の高齢化がさらに進むことで、介護に関わる悩みや問題も一層増

えていくことが考えられます。さらには、ひきこもり状態が長期化する中で、本人と親が

高齢化し、支援につながらないまま社会から孤立してしまう「8050（ハチマル・ゴウマル）

問題」のように、高齢者本人だけでなく、家族や世帯に絡んだ複合的な問題も増えつつあ

るのが現状です。 

そこで、本市は、高齢者支援に関する情報を高齢者本人や支援者に対して積極的に発信

し、高齢者を支える家族や介護者等への支援（支援者への支援）を推進します。加えて、

高齢者一人ひとりが生きがいと役割を実感することのできる地域づくりを通じて、高齢者

がいつまでも安心して地域で暮らし続けることができるまちづくりを推進していきます。 

 

 

【方策１】高齢者向けの支援に関する啓発の推進 

高齢者や支援者に対して、高齢者向けのさまざまな相談・支援機関の存在を伝える取組

を進めます。 

 

≪高齢者向け相談先情報等の啓発リーフレットの配布≫ 

事業内容 担当課 

高齢者福祉サービスや、相談窓口の情報等を掲載した冊子 

を作成し、情報の周知を図ります。 
高齢者支援課 
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≪高齢者向け相談先情報等の啓発リーフレットの配布≫ 

高齢者が抱え込みがちな、さまざまな悩みや問題に対応する

相談先が掲載されたリーフレット等の資料を、当事者やその

家族、または関係職員に配布します。 

高齢者支援課 

地域のつながりが持てる機会の提供を支援し、地域活動にお

ける生きがいや役割りを持つことがこころと身体の健康につ

ながることを周知します。 

高齢者支援課 

高齢者に増加している認知症についての正しい知識と相談 

先等を掲載した「認知症ハンドブック」を配布し情報の周 

知を図ります。 

高齢者支援課 

 

【方策２】高齢者や介護者との接点を活かした見守りとつなぎ 

あらゆる事業を通した高齢者との関わりのなかで、必要に応じて相談等の対応・支援を

行います。 

 

≪既存の研修枠の活用≫ 

事業内容 担当課 

高齢者安心見守り隊を対象とした研修会において、高齢者の

自殺実態とその対策等について情報提供することにより 

支えられる高齢者のみでなく、支える側への支援に関する理

解促進と啓発周知を図ります。 

高齢者支援課 

高齢者のうつ予防に関する介護予防の出前講座を行い、うつ

になりやすい高齢者の特徴等の理解促進と、日常生活の中で

実践できる予防の取組を啓発し、お互いの気づき、見守りに

活かします。 

高齢者支援課 

 

≪関係機関との連携≫ 

事業内容 担当課 

高齢者が抱え込みがちな問題や自殺のリスクを知るととも

に、問題を抱えた高齢者がいた場合には他機関へつなぐ等の

対応方法を理解・実践してもらえるよう、関係機関との連携

を図ります。 

高齢者支援課 

一人暮らし高齢者等への声かけや見守り活動・生活支援サー

ビスを行う登録ボランティアに対し、高齢者の特性や生活課

題に関する研修等を行うことで、適切な支援につなげます。 

高齢者支援課 
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≪高齢者を見守り・支える仕組みづくり≫ 

事業内容 担当課 

地域における市民同士のつながりの強化を図ることにより 

地域で高齢者を支える仕組みを整えます。 
高齢者支援課 

一人暮らし高齢者等に対する配食サービスの提供機会を活か

し、高齢者の見守りや状態把握に努めるとともに、問題の早

期発見や他機関へのつなぎ等を図ります。 

高齢者支援課 

緊急通報システムを利用している一人暮らし高齢者等の安否

確認等を通じて、問題の早期発見や他機関へのつなぎ等を図

ります。 

高齢者支援課 

75 歳到達高齢者を対象とした地域包括支援センター職員の

家庭訪問やその他の訪問を通じ、支援の必要な高齢者の早期

発見と対応に努めます。 

高齢者支援課 

協力事業者と松阪市で協力協定を締結し、地域に居住する高

齢者に対する見守り活動の充実を図ります。 
高齢者支援課 

地域包括支援センターで総合相談に対応し、自殺リスクの高

い高齢者の早期発見と対応を図ります。 
高齢者支援課 

 

【方策３】高齢者が生きがいと役割を実感できる地域づくりの推進 

地域における集いの場や健康づくり・介護予防のイベント等を通じて、高齢者が地域と 

つながれる機会を増やすなどして、高齢者が生きがいを持って暮らせる地域づくりを進め

ます。 

高齢者が他者とつながることで、安心と充足を感じながら過ごすとともに、心身の健康

の保持、増進につながるような場の開設補助や運営の支援を行います。 

さらに、高齢者自身がこうした居場所活動の運営の担い手となり、高齢者の活躍の場を

増やすことによって、生きがいの獲得にもつながります。 

また、講座や教室への参加や他の受講生との交流等を通じて、高齢者の生きがいや社会

の中の役割の創出につなげます。 

 

≪地域コミュニティにおける高齢者向けの「集いの場」の推進≫ 

事業内容 担当課 

住民自身が主体となって通い集える場の開設や交流会の開催

等を通じて、高齢者に対し、他者との交流機会や日中の居場

所となる場を提供します。 

高齢者支援課 

住民協議会や公民館、地域の関係機関・団体において、地域

の資源やコミュニティを生かした健康づくり活動ができるよ

う支援を行います。 

健康づくり課 
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≪地域コミュニティにおける高齢者向けの「集いの場」の推進≫ 

青少年が地域の高齢者に関心を持つとともに、さまざまな交

流を通じた高齢者の生きがいづくりをめざして、地域におけ

る世代間のふれあい交流の促進を図ります。 

学校支援課 

 

≪高齢者向け各種講座や教室等の開催を通じた高齢者の社会参加の促進≫ 

事業内容 担当課 

高齢者が自主的に運営・活動する団体を応援する「お元気応

援ポイント事業」を通じて、高齢者の社会参加や健康、生き

がいづくりの促進を図ります。 

高齢者支援課 

高齢者を含め、成人を対象に心身の健康づくりを推進するた

めの健康教育・健康相談を地域において実施します。 
健康づくり課 

 

【方策４】高齢者を支援する家族等への支援の提供 

家族の介護疲れによる心中などを予防するためにも、高齢者本人への支援だけでなく、

高齢者を支える人（家族等）への支援、すなわち「支援者への支援」も推進します。 

 

≪高齢者を支援する家族等への支援≫ 

事業内容 担当課 

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣

れた地域で暮らし続けられるために、認知症の人やその家族

に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」を配置し、早

期診断・対応に向けた支援を行います。 

高齢者支援課 

認知症の人や介護している家族の不安や悩みについて、分か

ち合い、気軽に交流し、相談できる「認知症カフェ」や「介

護カフェ」などを広げ、支援者の精神的負担を軽減します。 

高齢者支援課 

介護の不安や負担を軽減する介護サービスや相談窓口につい

て周知を図り、地域包括支援センターや介護サービス事業者

等と連携し、高齢者本人と支援者の状況に応じた対応に取り

組みます。 

介護保険課 

高齢者支援課 

認知症に関する正しい知識や接し方等の講義、介護家族等の

介護の不安や負担を軽減するための参加者の交流などを内容

とした認知症介護家族教室を実施します。介護家族教室を通

じて、介護者の相互交流を促進し、介護に関する情報を提供

することで、介護者の燃え尽きやうつ予防等を図り、支援者

への支援を行います。 

高齢者支援課 
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【重点施策２】生活支援と自殺対策の連動 

生活困窮は「生きることの阻害要因」のひとつであり、自殺のリスクを高める要因になり

かねません。 

本市では、福祉事務所と松阪保健所等による多分野の相談機関同士の連携等、生活困窮に

陥った人への「生きることの包括的な支援」の強化を行います。あわせて、生活困窮に陥っ

ているにも関わらず必要な支援を得られていないなど、自殺リスクを抱え込みかねない人を

支援につなぐ取組の強化と、多分野の関係機関による「生きることの包括的な支援」のため

の基盤整備にも取り組みます。 

 

【方策１】生活困窮に陥った人への「生きることの包括的な支援」の強化 

生活困窮者自立支援制度及び生活保護制度に基づく取組と自殺対策との連携を強化して 

自殺のハイリスク者（潜在的なハイリスク者も含めて）に対する「生きることの包括的な

支援」を充実させます。 

 

≪生活困窮に陥った人への「生きることの包括的な支援」の強化≫ 

事業内容 担当課 

生活困窮者自立支援相談窓口において、生活に困っている相談

者に対して、その人の状況をよく聴取したうえで、相談者に寄

り添いながら、就労支援、家計改善支援、就労準備支援、学習

支援などの生活困窮者自立支援制度による支援だけでなく、庁

内連携や、松阪保健所など関係機関との連携により「生きるこ

とへの包括的な支援」を強化します。 

地域福祉課 

生活保護制度による支援及び、精神疾患の方等への対応など、

支援対象者が抱えているリスクに応じて松阪保健所等の関係

機関と連携しながら「包括的な支援」を行います。 

保護課 

障がい福祉課 

就労の広場（ハローワーク）と連携し、就労を希望する生活困

窮者等に対して支援を行います。 
地域福祉課 

ホームレスの人に対し、関係各課や関係機関と巡回調査等を行

い、必要に応じて、生活保護の相談及び申請、救護施設への入

所及び健康診断の受診指導等のアウトリーチにつなげます。 

保護課 

※生活困窮者とは 

就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、

最低限度の生活を維持することが出来なくなるおそれのある者。（生活困窮者自立支援法第

3 条より） 
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【方策２】必要な支援を得られていないなど、自殺リスクを抱え込みかねない人を支援につなぐ取

組の強化 

生活困窮に陥っている人の中には、制度や支援の対象から漏れていることで、誰にも相

談できないまま自殺のリスクを抱え込んでしまう人が少なくないことを踏まえて、支援を

必要としている人へのアウトリーチを強化します。あわせて、自殺のリスクにつながりか

ねない問題を抱えている人を早い段階で必要な支援へと積極的につなぐための取組を推進

します。 

 

≪さまざまな方に対する支援・つなぎの強化≫ 

事業内容 担当課 

多重債務を抱えている人の中には、病気や事業不振、離婚など

深刻な問題を複数抱えた自殺のハイリスク者が少なくありま

せん。多重債務相談を強化するとともに、当該窓口から自殺相

談窓口へ迅速かつ適切につなぐことなどを通して、多重債務者

に対する支援を強化します。 

商工政策課 

ひとり親家庭などについて、児童扶養手当の現況届の通知等の

機会をとらえ、支援につながるきっかけ作りを行います。 
こども支援課 

母子健康手帳の交付の機会をとらえ、経済的に困っている妊婦

へ、関係機関の連携を図りながら支援を行います。 
健康づくり課 
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第４章 自殺対策の推進 

 

【推進体制】 

本市における自殺対策の推進体制については、自殺対策を全庁的な取組として推進する

ために「自殺対策連絡会議」を設置しています。 

自殺対策に関する事項は「自殺対策連絡会議」を通じて共有し、速やかに現場の取組に

反映させていきます。 

 

【進行管理】 

計画の取組の進捗状況は「自殺対策連絡会議」において、毎年度、状況を適切に評価し 

必要な対策を迅速に進めていくよう、PDCA サイクルによって計画の進行管理を行います。 

 

【数値目標】 

自殺対策基本法において示されているように、自殺対策を通じて最終的にめざすべきは、

「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現です。そうした社会の実現に向けては、

対策を進める上での具体的な数値目標等を定めるとともに、それらの取組がどのような効

果を挙げているのかといった、取組の成果と合わせて検証を行っていく必要があります。 

国は、2017 年（平成 29 年）７月に閣議決定した「自殺総合対策大綱～誰も自殺に追い

込まれることのない社会の実現を目指して～」において、2026 年（平成 38 年）までに、

人口 10 万人当たりの自殺者数（以下「自殺死亡率」という。）を 2015 年（平成 27 年）と

比べて 30％以上減少させることを、政府の進める自殺対策の目標として定めています。 

そうした国の方針を踏まえつつ、本市の計画における当面のめざすべき目標値として、

2015 年（平成 27 年）の自殺死亡率 25.57（人数は 43 人）を、2026 年（平成 38 年）まで

におおむね 30％程度、すなわち自殺死亡率を 15.75（人数は約 26 人）以下に減少させ自殺

者０をめざします。 

 

 

 
2009 年 

（平成 21 年） 
→ 

2015 年 

（平成 27 年） 
→ 

2026 年 

（平成 38 年） 

自殺死亡率 28.10（自殺者数 47 人） →  25.57（43 人） → 15.75（26 人）以下 

     （※自殺統計による） 
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≪参考≫ 

本計画においては、厚生労働省「人口動態統計」と警察庁「自殺統計」の両方を使用し

ているが、両者には以下のような違いがあります。 

１）調査対象の差異：厚生労働省の人口動態統計は、日本における日本人を対象とし

おり、警察庁の自殺統計は、総人口（日本における外国人も含む。）を対象として

います。 

２）事務手続き上（訂正報告）の差異：厚生労働省の人口動態統計は、自殺、他殺あ

るいは事故死のいずれか不明のときは自殺以外で処理しており、死亡診断書等に

ついて作成者から自殺の旨訂正報告がない場合は、自殺に計上していません。警

察庁の自殺統計は、捜査等により、自殺であると判明した時点で、自殺統計原票

を作成し、計上しています。 

３）項目の差異：警察庁の自殺統計は、「職業別」「原因・動機別」といった項目があ

りますが、厚生労働省の人口動態統計にそれらの項目はありません。



参 考 資 料



 



自殺対策基本法（平成十八年法律第八十五号） 

 

目次 

第一章 総則（第一条―第十一条） 

第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等（第十二条―第十四条） 

第三章 基本的施策（第十五条―第二十二条） 

第四章 自殺総合対策会議等（第二十三条―第二十五条） 

附則 

 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で

推 

移している状況にあり、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指

して、これに対処していくことが重要な課題となっていることに鑑み、自殺対

策に関し、基本理念を定め及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとと

もに、自殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に

推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等の支援の充実を図り、

もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与

することを目的とする。 

 

（基本理念） 

第二条 自殺対策は、生きることの包括的な支援として、全ての人がかけがえ

のない個人として尊重されるとともに、生きる力を基礎として生きがいや希

望を持って暮らすことができるよう、その妨げとなる諸要因の解消に資する

ための支援とそれを支えかつ促進するための環境の整備充実が幅広くかつ適

切に図られることを旨として、実施されなければならない。 

２ 自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみ捉えられるべきものではなく、

その背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組として実

施されなければならない。 

３ 自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであるこ

とを踏まえ、単に精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施

されるようにしなければならない。 



４ 自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生し

た後又は自殺が未遂に終わった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策

として実施されなければならない。 

５ 自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的

な連携が図られ、総合的に実施されなければならない。 

 

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念（次項において「基本理念」という。）にのっ

とり、自殺対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつ

つ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 

３ 国は、地方公共団体に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な

助言その他の援助を行うものとする。 

 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力するととも

に、その雇用する労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよ

う努めるものとする。 

 

（国民の責務） 

第五条 国民は、生きることの包括的な支援としての自殺対策の重要性に関す

る理解と関心を深めるよう努めるものとする。 

 

（国民の理解の増進） 

第六条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、自殺対策に

関する国民の理解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。 

 

（自殺予防週間及び自殺対策強化月間） 

第七条 国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるととも

に、自殺対策の総合的な推進に資するため、自殺予防週間及び自殺対策強化

月間を設ける。 

２ 自殺予防週間は九月十日から九月十六日までとし、自殺対策強化月間は三

月とする。 

３ 国及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、啓発活動を広く展開す

るものとし、それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。 

４ 国及び地方公共団体は、自殺対策強化月間においては、自殺対策を集中的



に展開するものとし、関係機関及び関係団体と相互に連携協力を図りながら、

相談事業その他それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。 

 

（関係者の連携協力） 

第八条 国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校（学校教育法（昭和二十

二年法律第二十六号）第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学

校の幼稚部を除く。第十七条第一項及び第三項において同じ。）、自殺対策

に係る活動を行う民間の団体その他の関係者は、自殺対策の総合的かつ効果

的な推進のため、相互に連携を図りながら協力するものとする。 

 

（名誉及び生活の平穏への配慮） 

第九条 自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの

者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に

侵害することのないようにしなければならない。 

 

（法制上の措置等） 

第十条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の

措置その他の措置を講じなければならない。 

 

（年次報告） 

第十一条 政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の概況及び講じた自殺

対策に関する報告書を提出しなければならない。 

 

第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等 

（自殺総合対策大綱） 

第十二条 政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合

的な自殺対策の大綱（次条及び第二十三条第二項第一号において「自殺総合

対策大綱」という。）を定めなければならない。 

 

（都道府県自殺対策計画等） 

第十三条 都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実情を勘案して、当該都

道府県の区域内における自殺対策についての計画（次項及び次条において



「都道府県自殺対策計画」という。）を定めるものとする。 

２ 市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情

を勘案して、当該市町村の区域内における自殺対策についての計画（次条に

おいて「市町村自殺対策計画」という。）を定めるものとする。 

 

（都道府県及び市町村に対する交付金の交付） 

第十四条 国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺対策計画に基づいて当

該地域の状況に応じた自殺対策のために必要な事業、その総合的かつ効果的

な取組等を実施する都道府県又は市町村に対し、当該事業等の実施に要する

経費に充てるため、推進される自殺対策の内容その他の事項を勘案して、厚

生労働省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付すること

ができる。 

 

第三章 基本的施策 

（調査研究等の推進及び体制の整備） 

第十五条 国及び地方公共団体は、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資す

るため、自殺の実態、自殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、地域の

状況に応じた自殺対策の在り方、自殺対策の実施の状況等又は心の健康の保

持増進についての調査研究及び検証並びにその成果の活用を推進するととも

に、自殺対策について、先進的な取組に関する情報その他の情報の収集、整

理及び提供を行うものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項の施策の効率的かつ円滑な実施に資するため

の体制の整備を行うものとする。 

 

（人材の確保等） 

第十六条 国及び地方公共団体は、大学、専修学校、関係団体等との連携協力

を図りながら、自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施

策を講ずるものとする。 

 

（心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等） 

第十七条 国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等における国民の心の健

康の保持に係る教育及び啓発の推進並びに相談体制の整備、事業主、学校の

教職員等に対する国民の心の健康の保持に関する研修の機会の確保等必要な

施策を講ずるものとする。 



２ 国及び地方公共団体は、前項の施策で大学及び高等専門学校に係るものを

講ずるに当たっては、大学及び高等専門学校における教育の特性に配慮しな

ければならない。 

３ 学校は、当該学校に在籍する児童、生徒等の保護者、地域住民その他の関

係者との連携を図りつつ、当該学校に在籍する児童、生徒等に対し、各人が

かけがえのない個人として共に尊重し合いながら生きていくことについての

意識の涵
か ん

養等に資する教育又は啓発、困難な事態、強い心理的負担を受けた

場合等における対処の仕方を身に付ける等のための教育又は啓発その他当該

学校に在籍する児童、生徒等の心の健康の保持に係る教育又は啓発を行うよ

う努めるものとする。 

 

（医療提供体制の整備） 

第十八条 国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支障を生じていることに

より自殺のおそれがある者に対し必要な医療が早期かつ適切に提供されるよ

う、精神疾患を有する者が精神保健に関して学識経験を有する医師（以下こ

の条において「精神科医」という。）の診療を受けやすい環境の整備、良質

かつ適切な精神医療が提供される体制の整備、身体の傷害又は疾病について

の診療の初期の段階における当該診療を行う医師と精神科医との適切な連携

の確保、救急医療を行う医師と精神科医との適切な連携の確保、精神科医と

その地域において自殺対策に係る活動を行うその他の心理、保健福祉等に関

する専門家、民間の団体等の関係者との円滑な連携の確保等必要な施策を講

ずるものとする。 

 

（自殺発生回避のための体制の整備等） 

第十九条 国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が高い者を早期に発見し、

相談その 他の自殺の発生を回避するための適切な対処を行う体制の整備及

び充実に必要な施策を講ずるものとする。 

 

（自殺未遂者等の支援） 

第二十条 国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自殺を図ることのないよ

う、自殺未遂者等への適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとす

る。 

 

（自殺者の親族等の支援） 

第二十一条 国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂が自殺者又は自殺未遂



者の親族等に及ぼす深刻な心理的影響が緩和されるよう、当該親族等への適切

な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。 

 

（民間団体の活動の支援） 

第二十二条 国及び地方公共団体は、民間の団体が行う自殺の防止、自殺者の

親族等の支援等に関する活動を支援するため、助言、財政上の措置その他の

必要な施策を講ずるものとする。 

 

第四章 自殺総合対策会議等 

（設置及び所掌事務） 

第二十三条 厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合対策会議（以下「会

議」という。）を置く。 

２ 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 自殺総合対策大綱の案を作成すること。 

二 自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。 

三 前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項について審議し、

及び自殺対策の実施を推進すること。 

 

（会議の組織等） 

第二十四条 会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、厚生労働大臣をもって充てる。 

３ 委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申出に

より、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。 

４ 会議に、幹事を置く。 

５ 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。 

６ 幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。 

７ 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政

令で定める。 

 

（必要な組織の整備） 

第二十五条 前二条に定めるもののほか、政府は、自殺対策を推進するにつき、

必要な組織の整備を図るものとする。  

 



松阪市自殺対策計画策定委員会設置要綱 

 

  平成３０年 ５月 １日 

松阪市告示第１９５号 

（設置） 

第１条 この要綱は、自殺対策基本法（平成 18 年法律第 85 号）第 13 条第 2

項の規定に基づく松阪市自殺対策計画を策定することを目的として、松阪市

自殺対策計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。 

(1) 計画の策定に関すること 

(2) その他計画の策定に必要な事項に関すること 

  

（組織） 

第３条 委員会は、委員５人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市

長が委嘱する。 

(1) 専門的な知見又は学識経験を有する者 

(2) 公共的団体等を代表する者  

(3) その他市長が必要と認める者 

２ 委員の任期は、計画の策定が完了する日までとする。 

３ 委員会に委員長を置く。なお、委員長に事故があるとき又は委員長が欠け

たときは、委員長代理を置く。 

 

 （運営） 

第４条 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。 

２ 委員長代理は、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、職務

を代理するものとする。 

 

（会議） 

第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集する。ただし、

委員長が選任されていないときは、市長が招集する。 

２ 会議の議長は、委員長をもって充てる。 

３ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の

決するところによる。 



５ 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見

若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。 

 

（秘密の保持） 

第６条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた

後もまた、同様とする。 

 

（報酬及び費用弁償） 

第７条 委員の報酬及び費用弁償は、松阪市委員会の委員等の報酬及び費用弁

償に関する条例（平成 17 年松阪市条例第 53 号）の定めるところにより支給

する。 

 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は、環境生活部人権・男女共同参画課において処理する。 

 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委

員長が定める。 

 

附 則 

この告示は、公表の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



松阪市自殺対策計画策定委員名簿 

氏  名 所 属 等 

奥田
おくだ

 久美
く み

 松阪市地域包括支援センター 

佐原
さはら

 克 学
かつのり

 松阪地区医師会 

柴田
しばた

 昌 彦
まさひこ

 松阪市社会福祉協議会 

筒井
つつい

 美幸
みゆき

 松阪市人権施策審議会 

堤
つつみ

 康
やす

雄
お

 松阪市民生児童委員協議会連合会 

（敬称略） 

 

松阪市自殺対策連絡会議関係課一覧 

部 局 名 課  名 

総務部 職員課 

環境生活部 地域安全対策課 

環境生活部 人権・男女共同参画課 

健康福祉部 地域福祉課 

健康福祉部 障がい福祉課 

健康福祉部 保護課 

健康福祉部 高齢者支援課 

健康福祉部 介護保険課 

健康福祉部 健康づくり課 

健康福祉部こども局 こども支援課 

産業文化部 商工政策課 

教育委員会事務局 学校支援課 



 

 

 

 

 

 



 

 



 
「松阪市自殺対策推進計画」 

～誰も自殺に追い込まれることのない松阪市の実現をめざして～ 
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